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最近ニュースはＣＯＶＩＤ１９関連が多い
ですが、危険運転についてもよく報道されて
います。自動車におけるあおり運転や踏み間
違い、逆走など色々な報道があります。自動
車以外では自転車の危険運転についても問題になっていま
す。自転車で自動車専用道路を走行している映像なども報
道されます。ここ静岡県では自転車に乗るときに、自転車
保険に加入義務があることをご存知でしょうか。２０１９
年４月１日に「静岡県自転車条例」が施行されました。２
０１５年１０月に兵庫県で義務化されて、これが全国に広
がっています。静岡県以外で義務化されている自治体を言
いますと、宮城県、山形県、埼玉県、群馬県、千葉県、東
京都、神奈川県、山梨県、長野県、滋賀県、京都府、奈良
県、大阪府、兵庫県、愛媛県、福岡県、大分県、宮城県、
鹿児島県、名古屋市、金沢市、岡山市などがあります。努
力義務となっている自治体は、北海道、茨城県、千葉県、
富山県、和歌山県、鳥取県、徳島県、香川県、高知県、熊
本県などです。自転車保険で義務付けになっているのは、
自分が加害者になったときに被害者に賠償できる保険に
入っておくことです。この背景には２００８年に神戸市で
発生した事故があります。当時小学校５年生の子供が自転
車で女性に衝突して、その女性は頭蓋骨骨折して意識不明
の重体となりました。２０１３年の裁判で子供の保護者に
約９，５００万円の賠償金の支払いを命じる判決が下され
ました。この自転車保険は現在保険会社や共済等で扱って
いるところも増えて自転車保険単体で加入することができ
ます。保険料は色々とありますが、大体月３００円程度か
らになっています。これらは自転車を運転中に賠償責任が
発生した場合の保障や、自分がケガをした場合の治療費等
が保障されるものが多いです。賠償責任のみが必要であれ
ば、個人の自動車保険や火災保険に特約で付帯することが
できる個人賠償責任保険の方が賠償保障の範囲が広くなり
ます。個人賠償責任保険の場合は自転車運転中以外の日常
生活全般においても賠償責任が発生したときに保障されま
す。またこの保険は、家族の中の一人が加入すれば、同居
の親族、別居の未婚の子まで保障の範囲になり、飼ってい
るペットが他人を傷つけたりしても保険の対象になります。
これらの保険に加入する上で気を付けたいのは賠償責任保
険の保障額です。無制限で保障されるものもありますが、
保障額が３億円や１億円というものもあります。１億だと
保障が不足することも考えられるので、お気をつけ下さい。

自転車保険の義務化といっても罰則規定はありませんが、
事が起きた時の賠償は必要になりますのでご注意下さい。
５、６年前ですが、私も自転車の事故に遭ったことがあり
ます。天気の良い日中の出来事ですが、浜松駅近くの見通
しの良いかなり広いエリアで、一人で信号待ちをしていま
した。そこへ年配の方が運転している自転車が突っ込んで
きて、私にぶつかりました。運転している男性は自転車が
倒れてこけていましました。私にはケガもなく何事もあり
ませんでしたが、これがお子さんや年配の方であればケガ
をされていたかもしれません。いつ何が起こるか分かりま
せん。お気を付け下さい。

王雪艶さん、
ようこそ長泉ロータリークラブへ

王雪艶さんへの奨学金

・４月分 100,000円
・５月分 100,000円

１６９４回 ５月１２日 wed
例会スナップショット📸

長泉ロータリークラブ奨学生



1.前嶋 大一
早期から野良仕事。汗をだいぶかく
ようになりました。

2.吉田 雅昭
妻の誕生日のお花ありがとうございました。
食卓に飾れる小さなアレンジメントでした。
久しぶりに夕食での夫婦の会話がはずみました。

3.土屋 誠
妻の誕生日のお花有難うご座います。
５月２５日が誕生日です。

4.渡邉 富夫
妻の誕生祝ありがとうございます。年を重ねる
ごとに日々の小言も増えています。

5.西原 重夫
２人仲良くやっております。体に気を付けて
２人で散歩頑張っております。健康第一ですね。
皆さんも仲良くさんぽして下さい。

6.伊藤 雅之
結婚記念日祝ありがとうございます。
思い出しました。

7.市川 明宏
誕生日、ありがとうございます。
４２才です。まだまだこれからです。

8.大藤 幸司
おかげさまで３６回目の入会記念日を迎えることができ
ました。感謝感謝

9.杉森 賢二
前回の例会では卓話を担当させていただきました。
今週より動画配信をスタートします。

10.川瀬 一隆
王さん、ようこそ長泉ロータリークラブへ。弘年さん卓
話楽しみにしています。

11.加藤 精一
王雪艶さん、これから一年間よろしくお願いいたします。

私、杉山弘年は2019年度、内閣府より委嘱を受け
「2019年度地域課題対応人材育成事業“地域コアリー
ダープログラム”日本青年海外派遣団」の団長として、
令和元年11月15日から11月24日までの間、派遣先である
オランダ王国で高齢者関連の先進事例を学ぶ機会を頂戴
することができました。

地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープロ
グラム」は、多様な個人が能力を発揮しつつ、自立して
共に社会に参加し、支え合う「共生社会」の実現に取り
組んでいます。地域における共生社会を築いていくため
には、住民や非営利団体、行政機関等による取組の充実
が必要不可欠でもあります。

こうした認識の下、各地域で高齢者関連、障害者関
連及び青少年関連の課題解決に向けた取組に携わる日本
青年の先進事例のある外国への派遣及び外国において同
様の課題解決に取り組む青年の招へいを行いまた、組織
で活動する青年同士の交流を促し、各分野の課題対応に
当たって必要な知識とともに、組織の運営、関係機関等
との連携及び人的ネットワーク形成に当たって必要とな
る実務的な能力の向上を図ることを目的として実施され
ます。この事業は、「日本青年海外派遣」及び「外国青
年日本招へい」により構成し、分野ごとに、以下のテー
マに基づいて派遣国/日本国内における活動を行います。
・高齢者分野：高齢者の自立支援に必要な連携
・障害者分野：地域における障害者の社会参画の更なる
拡大
・青少年分野：子供・若者の育成支援に関わる人材の養
成
１．日本青年海外派遣
(1) 派遣国、分野及び派遣人数（3か国に各9名 計27
名）
・ オランダ ： 高齢者分野 で活動する青年8名＋団長1
名の計9名
・ イタリア ： 障害者分野 同上
・ フィンランド ： 青少年分野 同上

(2) 派遣時期及び期間
・2019年11月15日（金）～11月24日（月）の10日間
(3) 派遣国における活動
・先進的・特徴的な社会活動現場・関連施設等の訪問と
意見交換及びホームステイを実施
(4) 研修
①事前研修：3日間（2019年 7月12日(金)～ 7月14日
(日)）
②出発前研修：2日間（2019年11月13日(水)～11月14日
(木)）
③帰国後研修：6日間（2019年11月25日(月)～11月30日
(土) NPOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌｫｰﾗﾑ27～30日を含む
２．参加青年・団長の資格
・参加青年：参加分野における活動歴が原則3年以上あ
る23歳から40歳までの者
・団長：社会活動を行っている非営利団体の運営に携わ
る経験を有する、概ね40歳以上の者
・（日本参加青年に対しては、）招へいプログラムに積
極的に関わるとともに、本事業の経験を生かして社
会活動を活発に行うことが期待できること

今回の「地域コアリーダープログラム」に参加させ
て頂くことで、より一層の自身の成長に繋げていき、プ
ログラムで学んだもの全てを地元地域の福祉力の向上に
還元していきたいと思います。

令和3年5月12日
特別養護老人ホームさつき園

施設長 杉山 弘年

第1694回 会員卓話

出席報告（５月１２日 wed）

会員総数 出席計算に
用いた会員数

出席 出席率

２５名 ２３名 ２１名 ９１.３％


